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東北地方太平洋沖地震による被災大学の学生・教職員へ 

第 2 段階の支援について（お願い） 

 

 このことについて、被災地域の大学の学生・教職員への支援に関し、図書館やイン

ターネット等の利用についてご配慮いただくようお願いしたところでありますが（平

成 23 年 3 月 25 日付け国大協総務第 209 号）、第 2 段階の支援策として、施設設

備の損壊や人的要因等により授業の実施や研究指導の実施が困難になった大学の学生

・大学院生や、研究環境が損なわれ研究の遂行が困難になった研究者への支援につい

て、3 月 25 日から 29 日の間、書面審議による政策会議に諮り、別紙の事項につい

てご提案をさせていただくこととしました。 

 各大学の自主的なご判断により、実施できる事項がありましたら、適宜ご対応いた

だきますようお願いいたします。 
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担当：遠藤、佐藤 
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被災地域の大学の学生への学習支援等の例について 

 

 

１ 被災学生・大学院生の講義の履修、聴講について 

 

被災学生・大学院生（外国人留学生を含む。）が、避難先に所在する大学

の講義の履修、聴講を希望する場合には、各大学において科目等履修生制度

等を準用するなど、速やかな対応を進めるとともに、当該学生の経済状況や

所属大学の状況に応じ、受講料等は徴収しない等の弾力的な取扱いを行うよ

う配慮するものとする。 

  また、履修単位は被災学生・大学院生が所属する大学の単位として認定さ

れるよう努めるものとする。 

  なお、各大学においては「問合せ窓口」を HP 等で公表するなど、環境を

整えることに留意する。 

 

 

２ 被災大学院生の研究支援について 

 

  被災大学院生を特別研究学生として受け入れる等、各大学の研究指導の受

託に関する規則を準用するなど、速やかな対応を進めるとともに、受講料を

徴収する定めがある場合であっても、弾力的な取扱い等に配慮するものとす

る。 

 

 

３ 研究者の支援について 

 

  被災地域の大学において甚大な被害を受け、研究環境の再構築が長期にわ

たって困難な研究者に対して、研究スペースの提供や機器の共用等、被災地

域の大学と協議の上、可能な支援の実現を図るものとする。 

 

 

４ その他 

 

  受け入れた被災学生・大学院生の心のケアに留意するとともに、研究者用

を含めた宿泊施設の確保については、各大学による自助努力に限らず、地元

自治体と緊密な連携の下に行うことが考えられる。 

 

別紙 


